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平成２６年度決算状況等について 

（各款及び不用額の説明等） 

【歳入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①国民健康保険税 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税 3,861万 8千円の増は、調定額の増減及び収納率の増によるものです。 

 

・医療一般分 

収納率…現年課税分 91.20％（0.15％減）、滞納繰越分 22.00％（0.18％増） 

収納額…3,596万 5千円の増 

・医療退職分 

収納率…現年課税分 97.74％（前年同率）、滞納繰越分 39.21％（7.73％減） 

収納額…324万 5千円の減 

 

    ・支援一般分 

       収納率…現年課税分 91.16％（0.15％減）、滞納繰越分 23.24％（0.74％増） 

収納額…638万 1千円の増 

・支援退職分 

収納率…現年課税分 97.75％（0.01％減）、滞納繰越分 40.74％（7.32％減） 

国民健康保険税は、個人ごとではなく世帯ごとに課税します。医療分、支援分、介護分か

らなり、それぞれ所得割（前年中の所得に応じて計算）、均等割（世帯内の加入者の人数

に応じて計算）、平等割（一世帯当たり年間定額で計算）があります。また、制度上の大き

なくくりとして一般被保険者分（一般分）と退職被保険者分（退職分）に分かれています。 

・医療分…医療保険の費用にあてるための国保税  

・支援分…後期高齢者医療制度を支援するための国保税  

・介護分…介護保険の費用にあてるための国保税（40歳から 64歳までの方が対象） 
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収納額…78万 7千円の減 

 

 

・介護一般分 

       収納率…現年課税分 88.15％（0.42％減）、滞納繰越分 22.10％（0.82％増） 

収納額…114万 5千円の増 

    ・介護退職分 

       収納率…現年課税分 97.69％（0.01％減）、滞納繰越分 39.31％（8.54％減） 

       収納額…84万 1千円の減           

  

※収納額は現年課税分＋滞納繰越分 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②使用料及び手数料 

 

 

 

使用料及び手数料は、3 万 1 千円の減です。 

 

 

③国庫支出金 

 

 

 

    

 

国庫支出金 4,117 万円の減は、療養給付費等の国庫負担金が 3,302 万 7 千円の増、財政

調整交付金等の国庫補助金で 7,419万 7千円の減となったものです。 

保険給付費等について、国から負担割合に基づいて支出される療養給付費負担金などの

国庫負担金と財政調整交付金などの国庫補助金があります。 

・療養給付費負担金、特定健康診査等負担金、財政調整交付金（普通・特別）等 

国民健康保険税の納税証明書の発行手数料です。 

 

 

収納率の推移

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 対前年度比

一般被保険者 64 .29% 65 .61% 67 .70% 69 .99% 71 .04% 1.05%

現年課税分 89.91% 89.86% 91.11% 91.15% 90.98% △ 0.17%

滞納繰越分 18.87% 19.21% 20.93% 21.88% 22.22% 0.34%

退職被保険者等 86 .41% 90 .13% 94 .45% 94 .37% 93 .75% △ 0.62%

現年課税分 97.36% 96.89% 98.38% 97.74% 97.74% 0.00%

滞納繰越分 31.04% 40.58% 55.10% 47.24% 39.47% △ 7.77%

総計 65 .78% 67 .40% 69 .60% 71 .73% 72 .43% 0.70%

現年課税分 90.55% 90.53% 91.80% 91.76% 91.51% △ 0.25%

滞納繰越分 19.26% 19.78% 21.63% 22.30% 22.48% 0.18%
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④療養給付費等交付金 

 

 

 

 

療養給付費等交付金 6,892 万 9 千円の減は、退職被保険者等の医療費が減となったもの

です。 

 

 

 

⑤共同事業交付金 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同事業交付金 2,205万 4千円の減は、対象医療費が減となったものです。 

 

 

 

⑥前期高齢者交付金 

 

 

 

 

 

 

 

前期高齢者交付金は、予算額どおりです。 

 

 

退職被保険者等の保険給付費等に必要な財源です。被用者保険等の各保険者が拠出し、

社会保険診療報酬支払基金から交付されます。 

 

財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に必要な財源です。都道府県単位で実施

されるもので、国保の各保険者が拠出し、国保連合会から交付されます。 
 

・保険財政共同安定化事業 

市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るため、レセプト 1 件当たり 30

万円を超える医療費を対象として各保険者からの拠出金を財源として交付金を交付

する事業です。 
 

・高額医療費共同事業 

高額な医療費の発生による国保財政に与える影響を緩和するため、レセプト 1件当た

り 80 万円を超える医療費を対象として各保険者からの拠出金（国及び道が各々1/4

を財政支援）を財源として交付金を交付する事業です。 

 

前期高齢者（65歳以上 75歳未満）の財政調整制度は、保険者間で生じている前期高齢者

に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準とし

て、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付するこ

とになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交

付されることになります。 
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⑦道支出金 

  

 

 

 

 

 

    道支出金 3,824万 1千円の減は、都道府県財政調整交付金が減となったものです。 

 

 

 

⑧財産収入 

  

 

 

 

財産収入は、予算額どおりです。 

 

 

 

⑨繰入金 

 

 

 

 

 

 

  

 

繰入金 7,927 万 6 千円の減は、一般会計繰入金で 1,412 万円、基金繰入金が 6,515 万 6

千円の減となったものです。 

 

 

⑩諸収入 

 

 

 

 

諸収入 467万 5千円の増は、返納金や雑入などが増となったものです。 

一般会計繰入金は、国の基準に基づくものと市の独自基準に基づくものがあり、これらの

基準に基づいてさまざまな経費について繰入を行っています。市の独自基準に基づく繰入

は一般会計と国保会計の間でルールを設け、そのルールに基づいて行っています。 

・保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、財政安定化支援事業繰入金、その他一

般会計繰入金等 

基金繰入金は、財源補てんのため、国民健康保険事業基金を取り崩したものです。 

国保税の支払いが滞ったために生じる延滞金や、第三者行為納付金及び医療費不正請求

に係る返納金等があります。 

 

 

都道府県調整交付金などの道補助金と、高額医療費共同事業負担金など北海道から負担

割合に基づいて支出される道負担金があります。 

 ・都道府県調整交付金、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金 

基金の運用によって生じた利息です。生じた利息は、全額、歳出の「基金積立金」から基金

に積み立てます。 
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⑪繰越金 

  

 

 

繰越金は、予算額どおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度決算で生じた剰余金を計上するものです。 
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【歳出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①総務費 

 

 

 

 

 

 

総務費の不用額 475万 1千円は、職員給与費等の執行残です。 

 

 

②保険給付費 

 

 

 

保険給付費の不用額 1 億 9,457 万 4 千円は、一般被保険者及び退職被保険者等療養給付

費などの執行残で、対象件数などが減となったものです。 

 

 

③後期高齢者支援金 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者支援金は、予算額どおりです。 

国民健康保険事業の管理運営に係る全般的な経費で、事業管理運営経費、徴税経費、収

納率向上・医療費適正化経費、運営協議会経費などがあります。 

・職員給与・手当、消耗品、印刷製本費、車両燃料代、郵便料、手数料、機器リース   

料、委託料等 

 

療養給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などがあります。 

 

 

後期高齢者（７５歳以上）医療制度の医療費は、自己負担のほか、国や市町村の負担金、

現役世代からの支援金、後期高齢者の方の保険料でまかなわれることになっています。こ

のうち、国や市町村の公費負担が約５割、後期高齢者の方の保険料約１割で、残りの約４

割を現役世代が後期高齢者支援金として負担しています。 
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④前期高齢者納付金 

 

 

 

 

 

前期高齢者納付金は、予算額どおりです。 

 

 

 

⑤老人保健拠出金 

 

 

 

 

 

 

 
 

老人保健拠出金は、予算額どおりです。 

 

 
 

⑥介護納付金 

 

 

 

 

 

 

 
 

介護納付金は、予算額どおりです。 

 

 

 

⑦共同事業拠出金 

 

 
 

共同事業拠出金は、予算額どおりです。 

制度の概要は歳入の「前期高齢者交付金」に記載しています。本市は、前期高齢者加入率

が全保険者平均を上回る保険者のため前期高齢者交付金が交付されていますが、負担調

整分として前期高齢者納付金を納付しています。 

 

 

老人保健制度は平成２０年３月をもって廃止（精算分は平成２２年度まで）され、後期高齢

者医療制度に移行しましたが、過誤調整等により支払いが遅れるものがあることから、精

算及び事務費に係る拠出金は継続して支出しております。老人保健制度において、医療費

は自己負担金のほか、国や市町村の公費負担、保険者からの拠出金で賄われていまし

た。 

介護サービスは、利用者負担のほか、国や市町村の公費負担、保険料（第１号被保険者

（６５歳以上）分、第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満）分でまかなわれることになってい

ます。保険料について、第１号被保険者は直接介護保険に納めますが、第２号被保険者

は加入しいている各健康保険の保険者に介護納付金分保険料（税）として納めます。各保

険者は、徴収した介護納付金分保険料（税）を介護納付金として社会保険診療報酬支払基

金に納付します。 

 

制度の概要は、歳入の「共同事業交付金」に記載しています。 
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⑧保健事業費 

 

 

 

 

 

 
 

保健事業費の不用額 1,056万 6千円は、特定健康診査委託料が減となったものです。 

 

 

⑨基金積立金 

 

 

 

 

基金積立金は、予算額どおりです。 

 

 

⑩公債費 

 

 

 

公債費の不用額 10万 5千円は、一時借入金の借入額が減となったものです。 

 

 

⑪諸支出金 

 

 

 

諸支出金の不用額 439万 6千円は保険税償還金が減となったものです。 

 

 

⑫予備費 

 

 

 

 

予備費 50万円の執行はありません。 

 

医療保険は、本来、発生した保険事故（疾病、負傷、出産、死亡など）に対する医療給付を

基本としていますが、国民健康保険における保健事業は、より積極的な事前の措置とし

て、傷病の発生を未然に防止し、あるいは早期発見により重症化・長期化を防止し、被保

険者の健康保持及びその増進を図るため、健康教育、疾病予防、健康診断等の活動を実

施するものです。なお、特定健康診査は、全保険者に義務付けられています。 

 

 

一般会計からの資金の借入に対して支払う利息です。 

 

過年度分の保険税の償還金や指定公費の支出金などです。 

 

予算において予定した経費の不足または未計上の経費の必要に備えて、歳出予算に計上

する経費です。 

前年度決算で生じた剰余金と基金の運用によって生じた利息を、それぞれ歳入の「繰越金」

と「財産収入」に計上し、この「基金積立金」から基金に積み立てます。 
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平成 26 年度の主な取組 

【新たな取組】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療費適正化・保健事業の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収納率向上の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動支援プログラム事業の実施 

特定保健指導の対象者に対し、運動習慣の定着を目的に、市内３運動施設を活用しな

がら、特定保健指導で決めた運動目標を達成できるように支援する制度となっています。 

プログラムの利用者には、運動施設を一定量無料で利用できる共通利用券と運動目標

シートを配布し、運動施設のトレーナーと相談しながら運動メニューを決定し、取組を進め

て行きます。 

また、特定保健指導の開始時と終了時に内臓脂肪測定を追加し、特定保健指導の取

組成果の「見える化」により、生活習慣改善の継続を促進させる取組も実施しています。 

 

ジェネリック医薬品利用希望シールの配布 

ジェネリック医薬品利用希望カードに代わり、保険証やお薬手帳に貼り付けできるジェ

ネリック医薬品利用希望シールを配布しています。 

●レセプト点検の充実 

●柔整被保険者調査の実施 

●医療費通知の実施 

●ジェネリック医薬品の利用促進 

●特定健診・特定保健指導の強化 

●各種ドック事業の実施 

●エイズ予防啓発  

●コールセンターによる早期電話催告、臨戸訪問による催告 

●臨戸訪問による口座振替の促進 

●資格疑義者への届出勧奨、所得未申告者への申告勧奨 

●不現住・居所不明者の実態調査 

●納付困難者への分割相談、減免等 

●財産調査と滞納処分の徹底 

●夜間相談窓口の開設と夜間集金の実施 

●誓約書等提出の徹底 


